
～環境負荷の少ない暮らしを実践し、
循環型社会を構築する～

日置市環境だより
持続可能な世界を実現するための17の目標

2 0 3 0 年に向けて
世界が合意した
「持続可能な開発目標」です

（期間：令和７年４月１日から令和10年３月31日）

 浄化槽の法定検査は使用されている方の義務です！！

③清 掃

①法定検査

※補助金の内容については、要綱改正などにより随時見直しを行います。

≪浄化槽管理者（浄化槽使用者）の３つの義務≫

区　分 ５人槽
332,000円
332,000円

414,000円
414,000円

100,000円
90,000円
300,000円
100,000円

（上限額）
（上限額）
（上限額）
（令和９年度まで）

548,000円
548,000円

７人槽 10人槽
① 単独処理浄化槽からの転換
② くみ取り便槽からの転換
　 ①で既存の浄化槽撤去にかかる加算額
　 ②で既存の便槽撤去にかかる加算額
　 （共通）宅内配管工事にかかる加算額
　 （共通）市内業者が施工する場合の加算額

　浄化槽の機能を正常に保つた
めの点検、調整、修理、消毒剤
の補給、送風機の調整などを行
います。

　浄化槽内にたまった汚
泥、異物などの引き出し
および機器類の洗浄、清
掃を行う作業です。

　浄化槽の放流水質（BODなど）が法令
に基づく水質基準を満たしているか、ま
た、保守点検・清掃などの維持管理と浄化
槽の使い方が適正であるか判断します。

　浄化槽が正常に機能しているか、保守点検・清掃が適正に実施されているかを、県の指定した検査機関が公正中
立に行うもので、車でいう「車検」にあたります。法定検査は、保守点検とは目的・作業内容が異なるものであ
り、浄化槽法により毎年１回の受検が義務づけられています。

法定検査はなぜ必要？

　鹿児島県が指定した（公財）鹿児島県環境保全協会の検査員が法定検査を行います。このうち、定期検査につい
ては、検査員が４年に１回の基本検査と４年に３回の採水員検査を行います。

法定検査を行うのは？

　県や浄化槽事務の権限を有する市町村からの受検命令に従わない場合には、30万円以下の過料（金銭罰）に処
せられることがあります。

法定検査を受けないと罰則がある？

《合併浄化槽補助金の限度額》

②保守点検

○ 高齢者の外出支援活動
　 行事、買い物、病院付き添いなどの外出補助や送迎
○ 高齢者の生活支援活動
　 掃除、片付け、買い物、ゴミ出しなどの家事支援活動、
　 粗大ごみの廃棄作業
○ 高齢者の見守り，声かけ活動
　 安否確認、声かけ、話し相手、相談相手 など

日　　　程　４月21日（月）午後２時から日置市中央公民館（研修2.3）
研 修 内 容　ボランティア活動の心得など
研 修 申 込　４月17日（木）までに電話などで受け付けます。
そ　の　他　令和７年度から在宅高齢者の方への支援ボランティアもポイント対象となります。
　　　　　   本事業の在宅高齢者等生活支援ボランティアを始める場合は、本研修の受講が必要です。
持参する物　筆記用具、介護予防ボランティア手帳(持っている方のみ）

介護分野でのボランティア活動を行うことに対して、
地域商品券に交換できるポイントを付与します。

事業概要

日置市内に住所を有する者（18歳未満の方は保護者の同意が必要です。）

対象者

１ 市が認める介護保険施設などにおけるボランティア活動
２ 在宅高齢者などの生活支援に係るボランティア活動
３ 市が認める介護の入門的研修の受講など

ポイントの対象となる活動

１ ボランティア活動は、30分につき１ポイント
２ 各種研修などの受講は、1回につき１ポイント　
※　１および２を組み合わせた場合も１日の上限は２ポイント
　　年間50ポイント＝地域商品券5,000円が上限となります。

ポイントの付与：年間50ポイント

R7年度から追加！
在宅ボランティアも
対象になります

変更１

施設
ボランティア

在宅高齢者
ボランティア+

新

30分からポイントがつく！
１時間＝１ポイントから変更

変更２

ポイントをためて、わたしも地域も元気に！
令和７年度から、　　　　　　　　　　　　　 が拡充します令和７年度から、　　　　　　　　　　　　　 が拡充します介護人材確保ポイント事業介護人材確保ポイント事業

在宅高齢者などの生活支援に係るボランティアとは？在宅高齢者などの生活支援に係るボランティアとは？

『高齢者元気度アップ・介護人材確保ポイント研修会』『高齢者元気度アップ・介護人材確保ポイント研修会』

研修申込・お問い合わせ先 日置市社会福祉協議会 ☎ 099-246-8561
日置市地域包括支援センター ☎ 099-248-9423
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１０人槽以下の定期検査は効率化した検査を実施しています
　鹿児島県では，10 人槽以下の浄化槽の定期検査に効率化検査を導入し，
４年に１回の基本検査と４年に３回の採水員検査を行います。
基本検査は，書類検査，外観検査，水質検査を実施し，採水員検査は，書類検査，水質検査を実施します。

※日程については，事前に（公財）鹿児島県環境保全協会からハガキでお知らせが届きます。
※検査結果は，保健所や市町村等に報告され，必要に応じて指導が行われます。
なお，この検査を受けない場合は行政指導の対象となります。

ご注意ください

【考えられる手口】
・正規業者を名乗り、浄化槽の保守点検や清掃の名目で料金を請求する
・「領収書をとってくる」「おつりを持ってくる」など言って、現金を持ち去る
・名刺や身分を提示せず、急いで支払いを求めてくる
・必要のない管路などの清掃を勧めてくる
不審だと思ったら・・・
その場で支払わず、必ず身分証の提示を求めてください！
不審に感じた場合は、すぐに当社までご連絡ください！

※当社従業員は、必ず身分証や作業服を携帯しておりますのでご安心ください

HP

Instagram

浄化槽維持管理・し尿汲み取り料金の集金を名乗る不審な訪問について
近年、訪問による金銭の詐取など、不審な事案が社会的にも発生しております。
浄化槽の維持管理業務やし尿汲み取り業務においても、料金の収集を名乗った不審
な訪問が考えられますので、皆様におかれましては十分ご注意ください。

ホームページをリニューアル ＆ インスタグラム
　を始めました (≧▽≦)
現場での作業の様子をリアルにお伝えします！あまり見ること
のない作業なども見られるかもしれません (^_^)/　
業務内容や働いてる社員の声など、見ている方も楽しめるよ
うなホームページにリニューアルしました (^^)

ぜひご覧ください☆彡
2026 年 2月 17 日からインスタグラムを始めています (≧▽≦)

現場での作業の様子をリアルにお伝えします！
日常では見ることのない作業なども見られるかもしれません (^_^)/

【日置市の例】

※補助金の内容については、要綱改正などにより随時見直しが行われます。
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１０人槽以下の定期検査は効率化した検査を実施しています
　鹿児島県では，10 人槽以下の浄化槽の定期検査に効率化検査を導入し，
４年に１回の基本検査と４年に３回の採水員検査を行います。
基本検査は，書類検査，外観検査，水質検査を実施し，採水員検査は，書類検査，水質検査を実施します。

※日程については，事前に（公財）鹿児島県環境保全協会からハガキでお知らせが届きます。
※検査結果は，保健所や市町村等に報告され，必要に応じて指導が行われます。
なお，この検査を受けない場合は行政指導の対象となります。

ご注意ください

【考えられる手口】
・正規業者を名乗り、浄化槽の保守点検や清掃の名目で料金を請求する
・「領収書をとってくる」「おつりを持ってくる」など言って、現金を持ち去る
・名刺や身分を提示せず、急いで支払いを求めてくる
・必要のない管路などの清掃を勧めてくる
不審だと思ったら・・・
その場で支払わず、必ず身分証の提示を求めてください！
不審に感じた場合は、すぐに当社までご連絡ください！

※当社従業員は、必ず身分証や作業服を携帯しておりますのでご安心ください

HP

Instagram

浄化槽維持管理・し尿汲み取り料金の集金を名乗る不審な訪問について
近年、訪問による金銭の詐取など、不審な事案が社会的にも発生しております。
浄化槽の維持管理業務やし尿汲み取り業務においても、料金の収集を名乗った不審
な訪問が考えられますので、皆様におかれましては十分ご注意ください。

ホームページをリニューアル ＆ インスタグラム
　を始めました (≧▽≦)
現場での作業の様子をリアルにお伝えします！あまり見ること
のない作業なども見られるかもしれません (^_^)/　
業務内容や働いてる社員の声など、見ている方も楽しめるよ
うなホームページにリニューアルしました (^^)

ぜひご覧ください☆彡
2026 年 2月 17 日からインスタグラムを始めています (≧▽≦)

現場での作業の様子をリアルにお伝えします！
日常では見ることのない作業なども見られるかもしれません (^_^)/

【日置市の例】

※補助金の内容については、要綱改正などにより随時見直しが行われます。

     

～環境負荷の少ない暮らしを実践し、
循環型社会を構築する～

日置市環境だより
持続可能な世界を実現するための17の目標

2 0 3 0 年に向けて
世界が合意した
「持続可能な開発目標」です

（期間：令和７年４月１日から令和10年３月31日）

 浄化槽の法定検査は使用されている方の義務です！！

③清 掃

①法定検査

※補助金の内容については、要綱改正などにより随時見直しを行います。

≪浄化槽管理者（浄化槽使用者）の３つの義務≫

区　分 ５人槽
332,000円
332,000円

414,000円
414,000円

100,000円
90,000円
300,000円
100,000円

（上限額）
（上限額）
（上限額）
（令和９年度まで）

548,000円
548,000円

７人槽 10人槽
① 単独処理浄化槽からの転換
② くみ取り便槽からの転換
　 ①で既存の浄化槽撤去にかかる加算額
　 ②で既存の便槽撤去にかかる加算額
　 （共通）宅内配管工事にかかる加算額
　 （共通）市内業者が施工する場合の加算額

　浄化槽の機能を正常に保つた
めの点検、調整、修理、消毒剤
の補給、送風機の調整などを行
います。

　浄化槽内にたまった汚
泥、異物などの引き出し
および機器類の洗浄、清
掃を行う作業です。

　浄化槽の放流水質（BODなど）が法令
に基づく水質基準を満たしているか、ま
た、保守点検・清掃などの維持管理と浄化
槽の使い方が適正であるか判断します。

　浄化槽が正常に機能しているか、保守点検・清掃が適正に実施されているかを、県の指定した検査機関が公正中
立に行うもので、車でいう「車検」にあたります。法定検査は、保守点検とは目的・作業内容が異なるものであ
り、浄化槽法により毎年１回の受検が義務づけられています。

法定検査はなぜ必要？

　鹿児島県が指定した（公財）鹿児島県環境保全協会の検査員が法定検査を行います。このうち、定期検査につい
ては、検査員が４年に１回の基本検査と４年に３回の採水員検査を行います。

法定検査を行うのは？

　県や浄化槽事務の権限を有する市町村からの受検命令に従わない場合には、30万円以下の過料（金銭罰）に処
せられることがあります。

法定検査を受けないと罰則がある？

《合併浄化槽補助金の限度額》

②保守点検

○ 高齢者の外出支援活動
　 行事、買い物、病院付き添いなどの外出補助や送迎
○ 高齢者の生活支援活動
　 掃除、片付け、買い物、ゴミ出しなどの家事支援活動、
　 粗大ごみの廃棄作業
○ 高齢者の見守り，声かけ活動
　 安否確認、声かけ、話し相手、相談相手 など

日　　　程　４月21日（月）午後２時から日置市中央公民館（研修2.3）
研 修 内 容　ボランティア活動の心得など
研 修 申 込　４月17日（木）までに電話などで受け付けます。
そ　の　他　令和７年度から在宅高齢者の方への支援ボランティアもポイント対象となります。
　　　　　   本事業の在宅高齢者等生活支援ボランティアを始める場合は、本研修の受講が必要です。
持参する物　筆記用具、介護予防ボランティア手帳(持っている方のみ）

介護分野でのボランティア活動を行うことに対して、
地域商品券に交換できるポイントを付与します。

事業概要

日置市内に住所を有する者（18歳未満の方は保護者の同意が必要です。）

対象者

１ 市が認める介護保険施設などにおけるボランティア活動
２ 在宅高齢者などの生活支援に係るボランティア活動
３ 市が認める介護の入門的研修の受講など

ポイントの対象となる活動

１ ボランティア活動は、30分につき１ポイント
２ 各種研修などの受講は、1回につき１ポイント　
※　１および２を組み合わせた場合も１日の上限は２ポイント
　　年間50ポイント＝地域商品券5,000円が上限となります。

ポイントの付与：年間50ポイント

R7年度から追加！
在宅ボランティアも
対象になります

変更１

施設
ボランティア

在宅高齢者
ボランティア+

新

30分からポイントがつく！
１時間＝１ポイントから変更

変更２

ポイントをためて、わたしも地域も元気に！
令和７年度から、　　　　　　　　　　　　　 が拡充します令和７年度から、　　　　　　　　　　　　　 が拡充します介護人材確保ポイント事業介護人材確保ポイント事業

在宅高齢者などの生活支援に係るボランティアとは？在宅高齢者などの生活支援に係るボランティアとは？

『高齢者元気度アップ・介護人材確保ポイント研修会』『高齢者元気度アップ・介護人材確保ポイント研修会』

研修申込・お問い合わせ先 日置市社会福祉協議会 ☎ 099-246-8561
日置市地域包括支援センター ☎ 099-248-9423

1617 広報ひおき2025.4Hioki City Public Relations 2025.4

１０人槽以下の定期検査は効率化した検査を実施しています
　鹿児島県では，10 人槽以下の浄化槽の定期検査に効率化検査を導入し，
４年に１回の基本検査と４年に３回の採水員検査を行います。
基本検査は，書類検査，外観検査，水質検査を実施し，採水員検査は，書類検査，水質検査を実施します。

※日程については，事前に（公財）鹿児島県環境保全協会からハガキでお知らせが届きます。
※検査結果は，保健所や市町村等に報告され，必要に応じて指導が行われます。
なお，この検査を受けない場合は行政指導の対象となります。

ご注意ください
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・必要のない管路などの清掃を勧めてくる
不審だと思ったら・・・
その場で支払わず、必ず身分証の提示を求めてください！
不審に感じた場合は、すぐに当社までご連絡ください！
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